
自治省告示 第百三十二号 

 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百八十八条第一項の規定に基づき、固定資産の

評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続（昭和三十八年自治省告示第百五十八号）の一部を次の

ように改正し、平成十二年度分の固定資産税から適用する。 

  平成十一年五月十八日                     自治大臣 野田  毅   

 

【中略】 
  



 

 別表第８を次のように改める。 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

２ 専用住宅用建物以外の建物 

 自治大臣は、次に掲げる建物について、１専用住宅用建物の例によって、木造家屋再建築費評点基

準表を定め、各都道府県庁に備え置いて供覧するものとする。 

 (1) 共同住宅及び寄宿舎用建物 

 (2) 併用住宅用建物 

 (3) 農家住宅用建物 

 (4) 酪農舎用建物 

 (5) ホテル、団体旅館及び簡易旅館用建物 

 (6) 普通旅館及び料亭用建物 

 (7) 事務所及び銀行用建物 

 (8) 店舗用建物 

 (9) 劇場用建物 

 (10) 公衆浴場用建物 

 (11) 病院用建物 

 (12) 工場用建物 

 (13) 倉庫用建物 

 (14) 附属家用建物 

 (15) 簡易附属家用建物 

 (16) 土蔵用建物 

 

【中略】 
  



 

 別表第 12１を次のように改める。 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

【後略】  


